
食品をお渡しします 

申込みをした時間内にご本人が来場して 

ください。 

 ・ひとり親世帯を確認できる書類（ひとり親家 

庭等医療証、児童扶養手当証書の写し等）を 

ご持参ください。特別の理由がある方は事前 

にご相談ください。 

受け取り希望日に連絡なくお越しいただけな 

かった場合はキャンセルと判断させていただ 

きます。 

・体調の悪い方はご来所をご遠慮ください。 

 

 

 

 ・賞味期限内にお召し上がりください。 

 ・アレルギー対応はしていません。 

 ・受け取り時にアンケートへのご協力をお願いします。 

  

 

 

 

必ず事前にお申込みください。 

① 電話 または ②フォームから入力（2 次元コード読み取り）の 

いずれかの方法で申込みをし、ご希望日をお知らせください。 

                                            

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

  

 

 

  

 

地域の皆さんや企業からご寄付いただいた食品を袋詰めにして無料でお渡しします。 

〔無料です〕 

18才以下のお子さんがいるひとり親世帯の方へ 

対 象 東村山市内在住で 18 才以下のお子さまがいるひとり親世帯   

 

8 月 1 日（月） 
 

8 月 5 日（金） 

参加当日 会 場 

（先着３０世帯） 

申込み方法 

6 月 
開催日 

お渡しするもの お米、レトルト食品、缶詰、調味料、お菓子など 

等 （寄付品のため、品目の指定はできません） 

① ４日（木） 午前 9時～午後6時30分 

② ５日（金） 午前 9時～午後6時30分 

③ ６日（土） 午前 9時～正午 
              ※参加は、おひとり様 1回です 

受付期間；５月１８日（月）～２２日（金） 

TEL；０４２－３９４－６３３３（東村山市社会福祉協議会） 

※定員に届き次第、受付期間内であっても予告なく受付終了となりますのでご了承ください 

午前９時～午後５時 

令和８年 

写真は一例です 

東村山市社会福祉協議会 
野口町 1-25 -15  

そ の 他 

 私たち東村山市社会福祉協議会は、“ひとりぼっちのいない町”を 

つくるために日々取り組んでいます。 

お困りごとのある方は、お気軽にご相談ください。 

 

【主催・問合せ】 

 

た ぽ ん ト リ ー ン パ

ン 


